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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置であって、
　無線通信装置を検出する検出手段と、
　前記検出手段による検出に応じて、前記情報処理装置の機能を実行させるための設定情
報を前記無線通信装置から取得する取得手段と、
　前記取得手段によって取得した設定情報に基づいて前記情報処理装置の機能を実行する
実行手段と、
　前記情報処理装置の機能を実行させるための設定情報を前記無線通信装置に提供する提
供手段と、
　前記検出手段による検出に応じて前記実行手段による前記情報処理装置の機能の実行を
行うか前記検出手段による検出に応じて前記提供手段による提供を行うかを選択する選択
手段と、
　情報を表示部に表示させる表示制御手段とを有し、
　前記選択手段は、前記検出手段によって前記無線通信装置が検出された際に前記情報処
理装置の機能を実行させるため第１画面を前記表示制御手段が前記表示部に表示させてい
る場合、前記実行手段による前記情報処理装置の機能の実行を行うか前記提供手段による
提供を行うかを選択するためのユーザからの操作を受付けることなく、前記情報処理装置
の機能の実行を行うことを選択し、前記検出手段によって前記無線通信装置が検出された
際に前記第１画面と異なる第２画面を前記表示制御手段が前記表示部に表示させている場
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合、前記実行手段による前記情報処理装置の機能の実行を行うか前記提供手段による提供
を行うかを選択するためのユーザからの操作を受付けることなく、前記提供手段による提
供を行うことを選択することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記実行手段は、前記表示制御手段が前記表示部に表示させる情報に関連する機能を実
行することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記機能は印刷機能、スキャン機能、ファックス機能の少なくともいずれか１つを含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記取得手段は、複数の機能夫々に対応する複数の設定情報を取得し、
　前記実行手段は、前記複数の設定情報のうち対応する設定情報に基づいて前記機能を実
行することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記提供手段は、前記取得手段で取得した前記設定情報を編集した結果を前記無線通信
装置に提供することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記無線通信装置に新規に設定情報を提供する、前記無線通信装置に保持される設定情
報を消去するまたは前記無線通信装置に保持される設定情報を変更する手段を有すること
を特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、複数の機能を有し、
　前記実行手段により実行される機能は、前記検出手段による検出が行われた際の前記情
報処理装置の状態に対応する機能であることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に
記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記選択手段は、前記検出手段によって前記無線通信装置を検出した際に第１機能を実
行させるための前記第１画面を前記表示制御手段が前記表示部に表示させている場合、前
記実行手段による前記情報処理装置の前記第１機能の実行を行うことを選択し、前記検出
手段によって前記無線通信装置を検出した際に第２機能を実行させるための第３画面を前
記表示制御手段が前記表示部に表示させている場合、前記実行手段による前記情報処理装
置の前記第２機能の実行を行うことを選択することを特徴とする請求項７に記載の情報処
理装置。
【請求項９】
　前記検出手段による検出、前記取得手段による取得および前記提供手段による提供、は
ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）により行われることを特
徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記選択手段は、前記検出手段による検出が行われた際に前記情報処理装置が前記機能
を実行するための状態である場合は、前記実行手段により前記機能を実行することを選択
することを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記選択手段は、前記検出手段による検出が行われた際に前記情報処理装置が前記機能
を実行するための設定を行うための状態である場合は、前記提供手段による提供を行うこ
とを特徴とする請求項１乃至１０の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記実行手段により実行される前記機能は、印刷機能またはスキャン機能であり、
　前記実行手段は、前記検出手段による検出が行われた際に前記印刷機能を実行するため
の画面が前記情報処理装置によって表示されている場合は、前記印刷機能を実行し、
　前記検出手段による検出が行われた際に前記スキャン機能を実行するため画面が前記情
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報処理装置によって表示されている場合は、前記スキャン機能を実行することを特徴とす
る請求項１乃至１１の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記実行手段は、カラーまたはモノクロ、用紙サイズ、倍率及び部数のうち少なくとも
何れか一つを前記取得手段により取得した設定情報に従って設定し、印刷機能を実行する
ことを特徴とする請求項１乃至１２の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記実行手段は、カラーまたはモノクロまたは解像度を前記取得手段により取得した設
定情報に従って設定し、スキャン機能を実行することを特徴とする請求項１乃至１３の何
れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記実行手段は、宛先番号、解像度、リダイヤル回数及び発信元記録のうち少なくとも
何れか一つを前記取得手段により取得した設定情報に従って設定し、ファックス機能を実
行することを特徴とする請求項１乃至１４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　情報処理装置であって、
　無線通信装置を検出する検出手段と、
　前記検出手段による検出に応じて、前記情報処理装置の第１機能を実行させるための第
１設定情報と前記情報処理装置の第２機能を実行させるための第２設定情報とを前記無線
通信装置から取得する取得手段と、
　情報を表示部に表示させる表示制御手段と、
　前記無線通信装置が検出された際に前記情報処理装置の前記第１機能を実行させるため
第１画面を前記表示制御手段が前記表示部に表示させている場合、前記情報処理装置の前
記第１機能を実行するべき機能として、機能を選択するためのユーザから操作を受け付け
ることなく選択し、前記無線通信装置が検出された際に前記情報処理装置の前記第２機能
を実行させるための第２画面を前記表示制御手段が前記表示部に表示させている場合、前
記情報処理装置の前記第２機能を実行するべき機能として、機能を選択するためのユーザ
から操作を受け付けることなく選択する選択手段と、
　前記選択手段により前記第１機能が選択された場合、前記第１設定情報に基づいて前記
第１機能を実行し、前記選択手段により前記第２機能が選択された場合、前記第２設定情
報に基づいて前記第２機能を実行する実行手段と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項１７】
　前記第１機能は、印刷機能であり、
　前記第２機能は、スキャン機能またはファックス機能であることを特徴とする請求項１
６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記検出手段による検出および前記取得手段による取得はＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）により行われることを特徴とする請求項１６または１
７に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記第１設定情報は、カラーまたはモノクロ、用紙サイズ、倍率及び部数のうち少なく
とも何れか一つを設定するための情報であり、
　前記第２設定情報は、カラーまたはモノクロ、解像度、宛先番号、解像度、リダイヤル
回数及び発信元記録のうち少なくとも何れか一つを設定するための情報であることを特徴
とすることを特徴とする請求項１６乃至１８の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　表示部に情報を表示させる情報処理装置の制御方法であって、
　無線通信装置の検出に応じて、前記情報処理装置の機能を実行させるための設定情報を
前記無線通信装置から取得する取得工程と、
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　前記取得工程によって取得した設定情報に基づいて前記情報処理装置の機能を実行する
実行工程と、
　前記情報処理装置の機能を実行させるための設定情報を前記無線通信装置に提供する提
供工程と、を有し、
　前記情報処理装置は、前記無線通信装置が検出された際に前記情報処理装置の機能を実
行させるため第１画面を前記表示部に表示させている場合、前記実行工程における前記情
報処理装置の機能の実行を行うか前記提供工程における提供を行うかを選択するためのユ
ーザからの操作を受付けることなく、前記情報処理装置の機能の実行を行うことを選択し
、前記無線通信装置が検出された際に前記第１画面と異なる第２画面を前記表示部に表示
させている場合、前記実行工程における前記情報処理装置の機能の実行を行うか前記提供
工程における提供を行うかを選択するためのユーザからの操作を受付けることなく、前記
提供工程における提供を行うことを選択することを特徴とする制御方法。
【請求項２１】
　表示部に情報を表示させる情報処理装置の制御方法であって、
　無線通信装置を検出する検出工程と、
　前記検出工程における検出に応じて、前記情報処理装置の第１機能を実行させるための
第１設定情報と前記情報処理装置の第２機能を実行させるための第２設定情報とを前記無
線通信装置から取得する取得工程と、
　前記無線通信装置が検出された際に前記情報処理装置の前記第１機能を実行させるため
第１画面を前記表示部に表示させている場合、前記情報処理装置の前記第１機能を実行す
るべき機能として、機能を選択するためのユーザから操作を受け付けることなく選択し、
前記無線通信装置が検出された際に前記情報処理装置の前記第２機能を実行させるため第
２画面を前記表示部に表示させている場合、前記情報処理装置の前記第２機能を実行する
べき機能として、機能を選択するためのユーザから操作を受け付けることなく選択する選
択工程と、
　前記選択工程において前記第１機能が選択された場合、前記第１設定情報に基づいて前
記第１機能を実行し、前記選択工程において前記第２機能が選択された場合、前記第２設
定情報に基づいて前記第２機能を実行する実行工程と、
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項２２】
　請求項１乃至１９の何れか１項に記載の情報処理装置と無線通信装置とを有する情報処
理システム
【請求項２３】
　請求項１乃至１９の何れか１項に記載の情報処理装置としてコンピュータを動作させる
ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近距離無線通信により情報の送受信を行う機能を備えた情報処理装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｒｉｎｔｅｒ）をはじめとした多機
能の装置の普及が進んでいる。このような多機能の装置を使用する際、ユーザはまず実行
しようとする機能を選択し、選択した機能についてどのように実行させるかを設定した後
に、機能を開始させる。この際、ユーザは情報処理装置の機能の選択や設定のために何度
もユーザインタフェース（ＵＩ）を用いた入力が必要となることがある。またユーザから
の入力を受け付けている間に情報処理装置は、複数の画面を何回も切り替える可能性があ
る。その結果、ユーザが実現したい設定に基づく処理を実行するための入力操作が煩雑に
なることが多い。
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【０００３】
　特許文献１はユーザの持つ非接触ＩＣカードが情報処理装置の非接触ＩＣカードリーダ
／ライタに対して所定時間内に近接された回数に応じて送信するデータを異ならせる技術
を開示している。
【０００４】
　また、特許文献２はデジタルフォトフレームに携帯端末をタッチさせ、タッチさせた時
間に応じて機能（再生、ボリューム変更など）を異ならせる技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特登録第４７７６９４３号公報
【特許文献２】国際公開２００７－０３４４５７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１や特許文献２のように、携帯端末などを情報処理装置に近接させた
時間や回数に応じて情報処理装置の機能を切り替えると、近接させた回数や時間と機能と
の紐付けがユーザにとって分かりづらく直感的に操作し難い。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明に係る情報処理装置は、無線通信装置を検出する検
出手段と、前記検出手段による検出に応じて、前記情報処理装置の機能を実行させるため
の設定情報を前記無線通信装置から取得する取得手段と、前記取得手段によって取得した
設定情報に基づいて前記情報処理装置の機能を実行する実行手段と、前記情報処理装置の
機能を実行させるための設定情報を前記無線通信装置に提供する提供手段と、前記検出手
段による検出に応じて前記実行手段による前記情報処理装置の機能を実行するか前記検出
手段による検出に応じて前記提供手段による提供を行うかを選択する選択手段と、情報を
表示部に表示させる表示制御手段とを有し、前記選択手段は、前記検出手段によって前記
無線通信装置が検出された際に前記情報処理装置の機能を実行させるため第１画面を前記
表示制御手段が前記表示部に表示させている場合、前記実行手段による前記情報処理装置
の機能の実行を行うか前記提供手段による提供を行うかを選択するためのユーザからの操
作を受付けることなく、前記情報処理装置の機能の実行を行うことを選択し、前記検出手
段によって前記無線通信装置が検出された際に前記第１画面と異なる第２画面を前記表示
制御手段が前記表示部に表示させている場合、前記実行手段による前記情報処理装置の機
能の実行を行うか前記提供手段による提供を行うかを選択するためのユーザからの操作を
受付けることなく、前記提供手段による提供を行うことを選択することを特徴とする。
　また、本発明の他の態様の情報処理装置は、無線通信装置を検出する検出手段と、前記
検出手段による検出に応じて、前記情報処理装置の第１機能を実行させるための第１設定
情報と前記情報処理装置の第２機能を実行させるための第２設定情報とを前記無線通信装
置から取得する取得手段と、情報を表示部に表示させる表示制御手段と、前記無線通信装
置が検出された際に前記情報処理装置の前記第１機能を実行させるため第１画面を前記表
示制御手段が前記表示部に表示させている場合、前記情報処理装置の前記第１機能を実行
するべき機能として、機能を選択するためのユーザから操作を受け付けることなく選択し
、前記無線通信装置が検出された際に前記情報処理装置の前記第２機能を実行させるため
の第２画面を前記表示制御手段が前記表示部に表示させている場合、前記情報処理装置の
前記第２機能を実行するべき機能として、機能を選択するためのユーザから操作を受け付
けることなく選択する選択手段と、前記選択手段により前記第１機能が選択された場合、
前記第１設定情報に基づいて前記第１機能を実行し、前記選択手段により前記第２機能が
選択された場合、前記第２設定情報に基づいて前記第２機能を実行する実行手段と、を有
することを特徴とする。
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【発明の効果】
【０００８】
　本発明によればユーザが所望する機能を実行させるための入力操作回数を低減させ、操
作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】情報処理システムの概略形態を示す模式図である。
【図２】ＭＦＰの概略構成を示すブロック図である。
【図３】ＣＰＵのソフトウェア構成を示すブロック図である。
【図４】非接触ＩＣカードの概略構成を示すブロック図である。
【図５】ＩＣチップの記憶内容を示すメモリマップである。
【図６】ＭＦＰの概略処理を示すフローチャートである。
【図７】ＭＦＰの概略処理を示すフローチャートである。
【図８】ＭＦＰの概略処理を示すフローチャートである。
【図９】ＲＯＭが保持するテーブルである。
【図１０】ＭＦＰの概略処理を示すフローチャートである。
【図１１】ＭＦＰの概略処理を示すフローチャートである。
【図１２】ＭＦＰの表示画面の一例を示す図である。
【図１３】ＭＦＰの概略処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１１】
　本実施形態における情報処理システム全体の概略を図１に示す。本実施形態に係る情報
処理システムは、無線通信機能を備えた情報処理装置としてのＭＦＰ１０１と、無線通信
機能を備えた無線通信装置としての非接触ＩＣカード１０２とを備える。ＭＦＰ１０１と
非接触ＩＣカード１０２は、近距離無線通信１０３によって無線通信接続が可能である。
【００１２】
　本実施形態では、近距離無線通信１０３の具体的な通信手段として近距離無線通信の規
格であるＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）を用いた例につ
いて述べる。ＮＦＣの通信範囲は、１０センチメートル未満とされる。従って、ユーザが
ＭＦＰ１０１の通信部２０６と非接触ＩＣカード１０２のアンテナ４０２とを１０センチ
メートル未満の距離に近接させることで、ＭＦＰ１０１と非接触ＩＣカード１０２との間
で近距離無線通信１０３を確立させることができる。また、ユーザが非接触ＩＣカード１
０２のアンテナ４０２をＭＦＰ１０１の通信部２０６の通信範囲より遠ざけることで、Ｍ
ＦＰ１０１と非接触ＩＣカード１０２との間での近距離無線通信１０３を切断させること
ができる。このように、ユーザは非接触ＩＣカード１０２を手に持って近づけたり離した
りするだけで、ＭＦＰ１０１と非接触ＩＣカード１０２との間の近距離無線通信１０３の
確立や切断を行うことができる。
【００１３】
　次に、ＭＦＰ１０１のハードウェア構成の概略を図２に示す。図２において、ＣＰＵ２
０１は、ＭＦＰ１０１全体を制御する中央演算ユニットである。ＲＯＭ２０２は、後述す
るフローチャートを実現するためのプログラムや固定データを記憶する不揮発性記憶領域
である。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１に処理を実行させるために展開したプログラムや
画像データ、設定情報等を一次記憶したりする揮発性記憶領域である。表示部２０４はＬ
ＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）等の表示画面を備え、ＭＦＰ１
０１の処理内容に応じた画像やテキストデータの表示を行う。操作部２０５はボタン操作
やタッチパネル等により、ＭＦＰ１０１に対するユーザからの入力を受け付ける。通信部
２０６は、ＮＦＣチップ（ＮＦＣ通信規格対応ＩＣチップ）を備え、非接触ＩＣカード１
０２との近距離無線通信１０３を実現する。通信部２０６は、微弱電波を発生させ変調を
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かけることで、非接触ＩＣカード１０２へメッセージを送信する。
【００１４】
　また、通信部２０６は、ＩＣチップ４０３の負荷変動を検出しデータを受信する。プリ
ント処理部２０７は、例えばインクジェット方式やレーザー方式等のプリンタデバイスを
備え、プリンタデバイス制御及び、紙等の記録媒体への画像の印刷といった処理を行う。
スキャン処理部２０８は、スキャナデバイスを備え、スキャナデバイス制御及び、原稿の
読み取り、画像データの生成、ＲＡＭ２０３への転送といった処理を行う。ファックス処
理部２０９は、ファックスデバイスを備え、ファックスデバイス制御及び、他の情報処理
装置との画像データの送受信といった処理を行う。
【００１５】
　次に、後述するフローチャートを実現するためのＣＰＵ２０１のソフトウェア構成を図
３に示す。図３において、通信処理部３０１は処理内容に応じたメッセージを生成し、通
信部２０６を介して、非接触ＩＣカード１０２に生成したメッセージを送信する。また、
通信処理部３０１は非接触ＩＣカード１０２から通信部２０６を介してデータを受信し、
処理する。入力処理部３０２は操作部２０５が受け付けた入力情報を処理する。表示処理
部３０３は、表示部２０４の表示画面への画像の出力といった処理を行う。動作判別部３
０４は、表示部２０４の表示画面に基づいて、ＭＦＰ１０１の動作を決定する。デバイス
制御部３０５は、プリント処理部２０７及び、スキャン処理部２０８、ファックス処理部
２０９の制御を行う。
【００１６】
　次に、非接触ＩＣカード１０２のハードウェア構成を図４に示す。図４において、電源
生成回路４０１は、アンテナ４０２を介し、通信部２０６が発生させた微弱電波から電磁
誘導によって電力を取得する。取得した電力が規定値を上回った時点で、ＩＣチップ４０
３を起動させる。ＩＣチップ４０３はアンテナ４０２を介して、ＭＦＰ１０１からメッセ
ージを受信し、処理する。また、ＩＣチップ４０３は負荷を切り替えることにより、アン
テナ４０２を介して、ＭＦＰ１０１へデータを送信する。また、ＩＣチップ４０３は不揮
発性記憶領域を備え、受信したメッセージに応じて不揮発性記憶領域へのデータの書込み
や読み出しといった処理を行う。
【００１７】
　次に、ＩＣチップ４０３が備える不揮発性記憶領域のメモリマップを図５に示す。ＩＣ
チップ４０３が備える不揮発性記憶領域は個体識別ＩＤ５０１、及び使用可能領域５０２
を備える。個体識別ＩＤ５０１はカードの各個体を識別するためのＩＤである。個体識別
ＩＤ５０１は工場出荷時にカードごとに重複しない値が割り当てられており書き変えるこ
とは出来ない。使用可能領域５０２は、他の無線通信機能を備えた情報処理装置からのメ
ッセージに応じたデータの書込みや読み出しといった処理ができる不揮発性記憶領域であ
る。本実施形態では、使用可能領域５０２はコピー機能設定情報領域５０３及び、ファッ
クス機能設定情報領域５０４、スキャン機能設定情報領域５０５を備える。コピー機能設
定情報領域５０３は、機能ＩＤ５０６及び、優先設定番号５０７、設定情報数５０８、１
つ以上の設定情報５０９を備える。機能ＩＤ５０６は、各機能設定情報領域（５０３、５
０４、５０５）の先頭に記憶されており、機能ごとに重複しない値を取る。ここで、機能
とはコピー及び、スキャン、ファックスといったＭＦＰ１０１がユーザに提供するサービ
スの種類を指す。例えば、ＭＦＰ１０１は、各機能の設定情報領域（５０３、５０４、５
０５）の先頭の機能ＩＤ５０６を取得し、コピー機能に対応した値か否か比較することで
、コピー機能設定情報領域５０３を特定する。優先設定番号５０７は設定情報５０９の中
で、優先設定とされている設定情報の登録番号である。
【００１８】
　ここで、優先設定とは同機能の設定情報５０９の中で最も優先的にＭＦＰ１０１で用い
る設定情報を指す。設定情報数５０８は非接触ＩＣカード１０２が記憶する同機能の設定
情報５０９の数である。設定情報５０９は登録番号とコピー機能を実現するための設定詳
細を備える。登録番号は同機能の設定情報５０９を一意に決めるための番号である。登録
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番号は非接触ＩＣカード１０２が記憶する同機能の設定情報ごとに重複しない値を持つ。
また、設定詳細はカラーとモノクロのどちらでコピーするか、どの用紙サイズの媒体に出
力するか、倍率、部数といったコピー機能を実現するための情報が一通り盛り込まれてい
る。なお、設定詳細は機能ごとにそれぞれ異なった情報を持つ。例えば、ファックス機能
の設定詳細では宛先番号、解像度、リダイヤル回数、発信元記録の有無といったファック
ス機能を実現するための情報が一通り盛り込まれている。同様に、スキャン機能の設定詳
細はカラーとモノクロのどちらでスキャンするか、拡張子、解像度といったスキャン機能
を実現するための情報が一通り盛り込まれている。
【００１９】
　なお、ファックス機能設定情報領域５０４、スキャン機能設定情報領域５０５はそれぞ
れ、コピー機能設定情報領域５０３と同様のメモリマップを持つので、説明を省略する。
【００２０】
　＜実施形態１＞
　図６は、ＭＦＰ１０１と非接触ＩＣカード１０２の近距離無線通信１０３に用いるＮＦ
Ｃのアクティビティの処理フロー図である。ＮＦＣの通信処理においては、ＮＦＣデバイ
スはアクティビティと呼ばれる一連の処理を行うことで、通信相手の検知、通信確立、デ
ータの送受信を実現する。ここでＮＦＣデバイスは、ＮＦＣチップを備えた装置である。
【００２１】
　各アクティビティでは、複数のＮＦＣデバイスが相互にコマンドを送受することで、通
信の確立、データ交換、終了処理を行う。アクティビティの遷移について次に説明する。
まずテクノロジ検出アクティビティ（Ｓ６０１）では、通信範囲内に他のＮＦＣデバイス
が存在しているかを検知し、ＮＦＣデバイスが見つかった場合は、その対向デバイスのＮ
ＦＣ種別をコマンドの送受信により確認する。衝突解決アクティビティ（Ｓ６０２）では
、複数のＮＦＣデバイスが検出された場合の識別を行う。デバイス活性化アクティビティ
（Ｓ６０３）では、検出された対向デバイスがＰ２Ｐ（Ｐｅｅｒ　ｔｏ　Ｐｅｅｒ）モー
ドやＣＥ（Ｃａｒｄ　Ｅｍｕｌａｔｏｒ）モードなどのいずれのモードに対応（または関
連）しているか、あるいはＮＦＣカードの対応しているタイプを判別する。ＮＦＣカード
は、ＮＦＣタグリーダ／ライタによって読み書き可能なＩＣカードである。Ｐ２Ｐモード
は、通信を行う両ＮＦＣデバイスがＰ２Ｐモードで動作することで、双方向に任意のデー
タの送受を可能とするモードである。ＮＦＣデバイスはＰ２Ｐモードの他に、ＮＦＣカー
ドのように振る舞いＮＦＣカードリーダ／ライタからのアクセスを可能とするＣＥモード
と、ＮＦＣカードの読み書きを行うＲ／Ｗ（リーダ／ライタ）モードに遷移可能である。
本実施形態では、ＣＰＵ２０１は、Ｒ／Ｗモードで動作し、通信部２０６とアンテナ４０
２間の通信を制御する。データ交換アクティビティ（Ｓ６０４）では、検出された対向デ
バイスとデータの送受信を行う。このアクティビティにおいて、対向デバイスに対して任
意のデータの送受信が可能である。デバイス非活性化アクティビティ（Ｓ６０５）では、
通信の終了処理を行う。ステップＳ６０１～Ｓ６０５までの一連の処理によって能動的に
コマンドを送信する通信モードが、ＰｏｌｌモードとしてＮＦＣ規格で規定されている。
本実施形態では、ＭＦＰ１０１がＰｏｌｌモードで接続するケースについて述べる。上述
の一連のアクティビティ処理により、ＭＦＰ１０１の通信部２０６が備えるＮＦＣチップ
と非接触ＩＣカード１０２のアンテナ４０２の近接に応じて、ＮＦＣ通信接続確立とデー
タの送受信を行う。
【００２２】
　本実施形態では、ＭＦＰ１０１が非接触ＩＣカード１０２との近接に応じて、表示部２
０４の表示画面と優先設定に基づいたコピー機能の実行を行う例について説明する。
【００２３】
　本実施形態のＭＦＰ１０１におけるフローチャートを図７に示す。まずステップＳ７０
１では、通信処理部３０１は前述の図６に示すステップＳ６０１、Ｓ６０２、Ｓ６０３の
処理により、通信部２０６とアンテナ４０２との近接を検知してＮＦＣ通信による近距離
無線通信接続の確立処理を開始する。ステップＳ７０２では、通信処理部３０１は通信部
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２０６を介して、非接触ＩＣカード１０２に対し、Ｒ／Ｗモードで動作し接続を行う。ス
テップＳ７０３では、ＣＰＵ２０１は近接対応動作判別を行う。近接対応動作判別におけ
る送受信処理はステップＳ６０４のデータ交換アクティビティに該当する。
【００２４】
　次に、ＭＦＰ１０１における近接対応動作判別の手順を示すフローチャートを図８に示
す。まずステップＳ８０１では、動作判別部３０４は、表示部２０４の表示画面が判別対
象画面であるか否か判別する。表示画面は、それぞれ画面ＩＤが割り当てられている。表
示画面に対応する画面ＩＤ及び、近接対応動作ＩＤ、機能ＩＤのテーブルを図９（ａ）に
示す。近接対応動作ＩＤ及び、機能ＩＤの説明は後述する。なお、図９に示すテーブルは
、ＭＦＰ１０１がＲＯＭ２０２に保持している。ここで、画面ＩＤとは、図９（ａ）のよ
うな、表示部２０４の表示画面ごとに割り振られた画面識別子である。表示画面としては
例えば「コピー／優先設定実行画面」や「コピー／設定情報操作画面」等が挙げられる。
「コピー／優先設定実行画面」は、ＭＦＰ１０１が、非接触ＩＣカード１０２から優先設
定を取得し、優先設定に基づいてコピー機能を実行するための近接を受け付ける画面であ
る。また、「コピー／設定情報操作画面」は、ユーザが操作部２０５を介して、非接触Ｉ
Ｃカード１０２が記憶するコピー機能の設定情報を修正する操作をするための近接を受け
付ける画面である。判別対象画面とは、複数ある表示画面の中で、非接触ＩＣカード１０
２の近接を検知した際のＭＦＰ１０１の動作（以後、近接対応動作と称す）を判別する表
示画面である。ここで、近接対応動作の種類として、優先設定実行と設定情報操作がある
。優先設定実行とは、ＭＦＰ１０１が、非接触ＩＣカード１０２から優先設定を取得し、
優先設定に基づいて各機能を実行する動作である。また、設定情報操作とは、ＭＦＰ１０
１が、非接触ＩＣカード１０２から各機能の設定情報を取得し、設定情報を操作する動作
である。
【００２５】
　動作判別部３０４は、図９（ａ）に示すテーブルを用いて、画面ＩＤから近接対応動作
ＩＤを取得することで、表示画面が判別対象画面か否か判別する。近接対応動作は、それ
ぞれ近接対応動作ＩＤが割り当てられている。近接対応動作に対応する、近接対応動作Ｉ
Ｄのテーブルを図９（ｂ）に示す。ここで、近接対応動作ＩＤとは、図９（ｂ）のように
、近接対応動作ごとに割り振られた動作識別子である。また、図９（ａ）のように、近接
対応動作ＩＤは、表示画面ごとに設定される。本実施形態では、表示部２０４の表示画面
は「コピー／優先設定実行画面」を表示していると仮定する。動作判別部３０４は、図９
（ａ）に示すテーブルを用いて、画面ＩＤから近接対応動作ＩＤを取得する。動作判別部
３０４は、図９（ｂ）に示すテーブルと近接対応動作ＩＤを比較することで、表示画面が
判別対象画面であると判断し、ステップＳ８０２へ進む。ステップＳ８０２では、動作判
別部３０４は、表示画面が優先設定実行画面か否か判別する。ステップＳ８０１同様に、
動作判別部３０４は、図９（ａ）に示すテーブルを用いて、画面ＩＤから近接対応動作Ｉ
Ｄを取得する。動作判別部３０４は、図９（ｂ）に示すテーブルと近接対応動作ＩＤを比
較することで、表示画面が優先設定実行画面であると判断し、ステップＳ８０３へ進む。
ステップＳ８０３では、ＣＰＵ２０１は優先設定実行を行う。
【００２６】
　次に、ＭＦＰ１０１における優先設定実行の手順を示すフローチャートを図１０に示す
。ステップＳ１００１では、通信処理部３０１は、非接触ＩＣカード１０２から優先設定
を取得する。まず、動作判別部３０４は、表示画面に対応する機能を、図９（ａ）に示す
テーブルを用いて、画面ＩＤから機能ＩＤを取得する。機能はそれぞれ機能ＩＤが割り当
てられている。機能に対応する、機能ＩＤのテーブルを図９（ｃ）に示す。ここで、機能
ＩＤとは、図９（ｃ）のように、機能ごとに割り振られた機能識別子である。また、図９
（ａ）のように、機能ＩＤは表示画面ごとに設定される。動作判別部３０４は、図９（ｃ
）に示すテーブルと機能ＩＤを比較することで、表示画面に対応する機能はコピー機能で
あることを特定する。その後、通信処理部３０１は、ＩＣチップ４０３が保持する不揮発
性記憶領域から、各機能設定情報領域（５０３、５０４、５０５）の先頭にある機能ＩＤ
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５０６を取得する。通信処理部３０１は、図９（ｃ）に示すテーブルと取得した機能ＩＤ
とを比較することで、コピー機能設定情報領域５０３を特定する。次に、通信処理部３０
１は、コピー機能設定情報領域５０３の優先設定番号５０７を取得する。その後、通信処
理部３０１は、設定情報５０９の登録番号を順に取得し、取得した優先設定番号５０７と
設定情報５０９の登録番号とを比較することで優先設定である設定情報を特定し取得する
。ステップＳ１００２では、デバイス制御部３０５は優先設定に基づいてコピー機能を実
行する。まず、デバイス制御部３０５は通信処理部３０１の受信した優先設定に基づいて
、スキャン処理部２０８を介して、ＭＦＰ１０１に設置されている原稿を読み取る。次に
、プリント処理部２０７を介して、紙等への印刷を実行する。
【００２７】
　以上により、ＭＦＰ１０１は非接触ＩＣカード１０２との近接に応じて、表示部２０４
の表示画面と優先設定に基づいたコピー機能の実行を行う。
【００２８】
　上述の実施形態によれば、ユーザは操作部２０５を用いた画面の切り替えと、非接触Ｉ
Ｃカード１０２を近接させることで、機能を開始させることができる。結果、操作部２０
５を用いた入力回数を低減させることができ、ＭＦＰ１０１の操作性の向上が期待できる
。
【００２９】
　＜実施形態２＞
　実施形態１では、ＭＦＰ１０１が非接触ＩＣカード１０２との近接に応じて、表示部２
０４の表示画面と優先設定に基づいたコピー機能の実行を行う例について説明した。これ
に対し、本実施形態では、同近接に応じて、ＭＦＰ１０１が表示部２０４の表示画面に基
づいた、コピー機能の設定情報操作を行う例について説明する。なお、実施形態１と同一
機能を有する構成や工程には同一符号を付すとともに、構成的、機能的にかわらないもの
についてはその説明を省略する。
【００３０】
　図１、図２、図３、図４に示す機器構成及び、図５に示すメモリマップ、図６、図７、
図８に示すフローチャートは実施形態１と同様である。また、本実施形態では、表示部２
０４の表示画面は「コピー／設定情報操作画面」を表示していると仮定する。図８におい
て、ステップＳ８０１のＭＦＰ１０１の動作は、実施形態１と同様のため省略する。ステ
ップＳ８０２では、動作判別部３０４は、表示画面が優先設定実行画面か否か判別する。
まず、動作判別部３０４は、図９（ａ）に示すテーブルを用いて、画面ＩＤから近接対応
動作ＩＤを取得する。さらに、動作判別部３０４は、図９（ｂ）に示すテーブルと近接対
応動作ＩＤを比較し、表示画面は設定情報操作画面であると特定し、ステップＳ８０４に
進む。ステップＳ８０４では、ＣＰＵ２０１は設定情報操作を行う。
【００３１】
　次に、ＭＦＰ１０１における設定情報操作の手順を示すフローチャートを図１１に示す
。ステップＳ１１０１では、通信処理部３０１は、非接触ＩＣカード１０２から、コピー
機能の設定情報を取得する。まず、動作判別部３０４は、図９（ａ）に示すテーブルを用
いて、画面ＩＤから、機能ＩＤを取得する。さらに、動作判別部３０４は、図９（ｃ）に
示すテーブルと機能ＩＤを比較することで、表示画面に対応する機能がコピー機能である
と特定する。その後、通信処理部３０１は、ＩＣチップ４０３が保持する不揮発性記憶領
域から、各機能設定情報領域（５０３、５０４、５０５）の先頭にある機能ＩＤ５０６を
取得する。通信処理部３０１は、図９（ｃ）に示すテーブルと取得した機能ＩＤを比較し
、コピー機能設定情報領域５０３を特定する。次に、通信処理部３０１は、コピー機能設
定情報領域５０３の優先設定番号５０７と設定情報数５０８を取得する。その後、通信処
理部３０１は、設定情報数５０８の数だけ設定情報５０９を順に取得する。ステップＳ１
１０２では、表示処理部３０３は、通信処理部３０１が非接触ＩＣカード１０２から取得
したコピー機能の設定情報と優先設定番号をもとに、設定情報の詳細を含んだ操作画面を
生成し、表示部２０４の表示画面に表示する。操作画面を表示した表示部２０４の例を図
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１２（ａ）に示す。設定情報操作項目１２０１は、操作部２０５を用いて、設定情報５０
９を操作するための項目である。設定情報操作項目１２０１としては、例えば、「新規」
、「変更」、「消去」、「実行」等が挙げられる。「新規」は、非接触ＩＣカード１０２
に設定情報を新たに追加する項目である。「変更」は、ＭＦＰ１０１が非接触ＩＣカード
１０２が保持する設定情報の内容の変更等を行う項目である。「消去」は、ＭＦＰ１０１
が、非接触ＩＣカード１０２が保持する設定情報を消去する項目である。「実行」は、Ｍ
ＦＰ１０１が、非接触ＩＣカード１０２が保持する設定情報の中から操作部２０５を介し
て選択された設定情報に基づき機能を実行する項目である。設定情報詳細１２０２は、ス
テップＳ１１０１で、ＭＦＰ１０１が非接触ＩＣカード１０２から取得したコピー機能の
設定情報５０９の詳細を示している。機能名１２０４は、表示部２０４が表示している設
定情報がどの機能のものか示している。ステップＳ１１０３では、入力処理部３０２は、
操作部２０５を介した入力を受け付ける。受け付けた入力に応じて、入力処理部３０２は
、通信処理部３０１が取得した設定情報の操作を行う。これにより、ユーザは操作部２０
５を用いて、カーソル１２０３を操作することで、非接触ＩＣカード１０２の保持するコ
ピー機能の設定情報操作が可能となる。
【００３２】
　例として、コピー機能の設定情報を新規に追加する手順を説明する。まず、ユーザは操
作部２０５を用いてカーソル１２０３を操作し、設定情報操作項目１２０１の「新規」を
選択する。「新規」が選択された際の、表示部２０４の例を図１２（ｂ）に示す。設定項
目１２０５は、コピー機能を実行する上で、ユーザが変更出来る項目を表す。なお、各設
定項目は、設定情報５０９の説明にて前述しているため省略する。設定内容１２０６は各
設定項目に設定されている内容を表す。内容を設定していない設定項目１２０５は、「未
設定」となる。次に、ユーザは、操作部２０５を用いて「カラーモード」を選択する。「
カラーモード」が選択された際の、表示部２０４の例を図１２（ｃ）に示す。カラーモー
ド項目１２０７は、設定項目１２０５の「カラーモード」でユーザが選択できる項目を表
す。ユーザは、操作部２０５を用いて、カラーで印刷したい場合は「カラー」、モノクロ
で印刷したい場合は「モノクロ」を選択する。その他の設定項目１２０５も同様に設定す
る。設定後、操作部２０５を用いて、「完了」を選択することで操作部入力受付ステップ
Ｓ１１０３を完了する。以上により、コピー機能の設定情報を新規に追加することができ
る。
【００３３】
　ステップＳ１１０４では、通信処理部３０１は非接触ＩＣカード１０２が保持するコピ
ー機能の設定情報及び、設定情報数、優先設定番号を通信部２０６を介して更新する。ま
ず、通信処理部３０１は、ＩＣチップ４０３が保持する不揮発性記憶領域から、各機能設
定情報領域（５０３、５０４、５０５）の先頭にある機能ＩＤ５０６を取得する。通信処
理部３０１は、図９（ｃ）に示すテーブルと取得した機能ＩＤ５０６を用いて、コピー機
能設定情報領域５０３を特定する。次に、通信処理部３０１は優先設定番号５０７及び、
設定情報数５０８、設定情報５０９を送信し、ＩＣチップ４０３を介して、コピー機能設
定情報領域５０３に書き込む。
【００３４】
　以上により、ＭＦＰ１０１は非接触ＩＣカード１０２との近接に応じて、表示部２０４
の表示画面に基づいた、コピー機能の設定情報操作を行う。
【００３５】
　これにより、ユーザは操作部２０５を用いて、カーソル１２０３を操作することで、非
接触ＩＣカード１０２が保持するコピー機能の設定情報操作が可能となる。結果、ＭＦＰ
１０１の機能を実行させる際に、ユーザはその都度、操作部２０５を用いた入力する必要
がなくなり、ＭＦＰ１０１の操作性の向上が期待できる。
【００３６】
　＜実施形態３＞
　実施形態１、実施形態２では、ＭＦＰ１０１が非接触ＩＣカード１０２との近接に応じ
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て、表示部２０４の表示画面に基づいた、近接対応動作を行う例について説明した。これ
に対し、本実施形態では、ＭＦＰ１０１が非接触ＩＣカード１０２の近接後タイマー起動
から時間ｔ経過する前に離されたか否かに応じて、優先設定に基づいたコピー機能の実行
を行う例について説明する。なお実施形態１、実施形態２と同一機能を有する構成や工程
には同一符号を付すとともに、構成的、機能的にかわらないものについてはその説明を省
略する。図１、図２、図３、図４に示す機器構成及び、図５に示すメモリマップ、図６、
図７、図１１に示すフローチャートは実施形態１、実施形態２と同様である。ここで、本
実施形態の図３における、動作判別部３０４は、タイマーを備え、通信処理部３０１は、
タイマー起動から時間ｔ経過後に非接触ＩＣカード１０２が近接されている状態にあるか
判別する。また、ＭＦＰ１０１は、ＲＯＭ２０２に図９（ｃ）に示す、機能ＩＤのテーブ
ルを保持する。動作判別部３０４は選択している機能に対応する機能ＩＤを保持する。本
実施例では、動作判別部３０４はコピー機能に対応する機能ＩＤを保持していると仮定す
る。また、本実施形態では、ユーザは、タイマー起動から時間ｔ経過する前に非接触ＩＣ
カード１０２を通信部２０６から離し、近距離無線通信１０３を切断すると仮定する。
【００３７】
　図７において、ステップＳ７０３までのＭＦＰ１０１の動作は実施形態１、実施形態２
と同様のため省略する。
【００３８】
　次に、ＭＦＰ１０１における近接対応動作判別の手順を示すフローチャートを図１３に
示す。ステップＳ１３０１では、通信処理部３０１は、非接触ＩＣカード１０２から優先
設定を取得する。まず、動作判別部３０４は、図９（ｃ）に示すテーブルを用いて、機能
ＩＤを取得する。動作判別部３０４は、図９（ｃ）に示すテーブルと機能ＩＤを比較する
ことで、選択されている機能がコピー機能であることを特定する。以降のＭＦＰ１０１が
、非接触ＩＣカード１０２からコピー機能の優先設定を取得するまでの処理は、実施形態
１と同様のため省略する。ステップＳ１３０２では、動作判別部３０４は、タイマーを起
動させる。ステップＳ１３０３では、タイマー起動から時間ｔ経過後、通信処理部３０１
は、非接触ＩＣカード１０２の近距離無線通信１０３が接続している状態にあるか否か判
別する。ここで、時間ｔとは、動作判別部３０４が、近接対応動作を判別するための閾値
である。時間ｔは、約１秒を想定している。ここで、通信処理部３０１は、非接触ＩＣカ
ード１０２が、通信部２０６に近接され、タイマー起動から時間ｔ経過する前に離された
と判断し、ステップＳ１３０４に進む。ステップＳ１３０４では、デバイス制御部３０５
は、優先設定に基づいてコピー機能を実行する。ステップＳ１３０４では、前述したステ
ップＳ１００２と同様の処理を行うため、説明は省略する。
【００３９】
　以上のように、ＭＦＰ１０１は、非接触ＩＣカード１０２との近接に応じて、近接後タ
イマー起動から時間ｔ経過する前に離されたか否かに従って、優先設定に基づくコピー機
能の実行を行う。
【００４０】
　上述の実施形態によれば、ユーザは操作部２０５を用いた機能の切り替えと、非接触Ｉ
Ｃカード１０２を近接させることで、機能を開始することができる。結果、操作部２０５
を用いた入力回数を低減させることができ、ＭＦＰ１０１の操作性の向上が期待できる。
【００４１】
　＜実施形態４＞
　実施形態３では、ＭＦＰ１０１と非接触ＩＣカード１０２の近接に応じて、近接後、タ
イマー起動から時間ｔ経過する前に離されたか否かに応じて、優先設定に基づいた、コピ
ー機能の実行を行う例について説明した。これに対し、本実施形態では、ＭＦＰ１０１と
非接触ＩＣカード１０２の近接に応じて、近接後、タイマー起動から時間ｔ経過する前に
離されたか否かに基づいた、コピー機能の設定情報操作を行う例について説明する。なお
、実施形態３と同一機能を有する構成や工程には同一符号を付すとともに、構成的、機能
的にかわらないものについてはその説明を省略する。
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【００４２】
　図１１に示すフローチャートは実施形態２と同様である。また、図１、図２、図３、図
４に示す機器構成及び、図５に示すメモリマップ、図６、図７、図１３に示すフローチャ
ートは実施形態３と同様である。なお実施形態２、実施形態３と同一機能を有する構成や
工程には同一符号を付すとともに、構成的、機能的にかわらないものについてはその説明
を省略する。本実施形態は、実施形態３と同様に、動作判別部３０４は、コピー機能に対
応する機能ＩＤを保持していると仮定する。また、本実施形態では、ユーザは、タイマー
起動から時間ｔ経過後も非接触ＩＣカード１０２を通信部２０６に近接させたまま、近距
離無線通信１０３を維持すると仮定する。
【００４３】
　図１３において、ステップＳ１３０２までのＭＦＰ１０１の動作は実施形態３と同様の
ため省略する。ステップＳ１３０３では、通信処理部３０１は、タイマーを用いて、非接
触ＩＣカード１０２の近距離無線通信１０３がステップＳ１３０２のタイマー起動から、
時間ｔ経過以内に切断されたか否か判別する。ここで、通信処理部３０１は、非接触ＩＣ
カード１０２が、タイマー起動から時間ｔ経過後も離されずに近接されている状態にある
と判断し、ステップＳ１３０５に進む。ステップＳ１３０５では、ＣＰＵ２０１は、設定
情報操作を行う。設定情報操作は、前述した図１１となるため説明は省略する。
【００４４】
　以上により、ＭＦＰ１０１は、非接触ＩＣカード１０２との近接に応じて、近接後すぐ
に離されたか否かに基づいた、コピー機能の設定情報操作を行う。
【００４５】
　上述した各実施形態では近距離無線通信１０３として、ＮＦＣを用いる例を説明したが
、本発明はＮＦＣに限らず、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔ
ｉｏｎ：赤外線通信）等に準拠した通信を用いても構わない。もちろん、通信規格が異な
れば、有効通信範囲が異なるが、有効通信範囲が異なっていても本発明を同様に適用する
ことができる。また、上述した各実施形態では、無線通信装置として非接触ＩＣカード１
０２を例として挙げた。これに対して、無線通信装置としてスマートフォン等といった携
帯端末を用いても構わない。この場合、ＭＦＰ１０１は、デバイス活性化アクティビティ
にて、近接を検知したデバイスが、Ｐ２Ｐモードで動作すると判断する。この時、ＭＦＰ
１０１は、Ｐ２Ｐモードで動作しても、本発明を同様に適用することができる。また、上
述した実施形態１、実施形態３では、ＭＦＰ１０１が、非接触ＩＣカード１０２から取得
した優先設定に基づいて、機能を実行する例を挙げた。
【００４６】
　これに対して、非接触ＩＣカード１０２が保持する優先設定の中で、未設定の設定項目
１２０５がある場合、ＭＦＰ１０１は、未設定の設定項目を、ＭＦＰ１０１が操作部２０
５を介して受け付けた設定内容に基づいて、機能を実行しても構わない。また、上述した
実施形態３、実施形態４では、動作判別部３０４は、ＭＦＰ１０１の近接対応動作の種類
を、タイマー起動から時間ｔ経過しているか否かで判別した場合を例に挙げた。これに対
し、動作判別部３０４は、ＭＦＰ１０１の近接対応動作の種類を、近接の回数等により判
別しても構わない。
【００４７】
　さらに、ＭＦＰ１０１に赤外線センサーを追加したり、非接触ＩＣカード１０２側にジ
ャイロセンサを追加したりすることによって３つ以上の近接対応動作の種類を判別するよ
うにしてもよい。また、上述した実施形態３、実施形態４では、動作判別部３０４が、Ｍ
ＦＰ１０１の近接対応動作を判別するための閾値である時間ｔを１秒としているが、時間
ｔは、ユーザが操作部２０５を用いて、変更できるようにしても構わない。また、上述し
た実施形態４では、非接触ＩＣカード１０２の近接を検知した後、優先設定を取得する前
に、非接触ＩＣカード１０２がＭＦＰ１０１から離された場合、表示部２０４の表示画面
に優先設定を取得出来なかった旨を表示し、本機能を終了しても構わない。
【００４８】
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　なお、上述の実施形態ではＭＦＰを例に挙げて説明したが、本発明はＨＤＤレコーダー
や、高機能の家電、プロ向き映像機器をはじめとして、詳細設定を有し択一的に実行する
ような複数の機能を備える情報処理装置であれば、適用することで同様の効果を得られる
。例えば、設定情報にＬＵＴ（色変換のためのルックアップテーブル）を含めて、ＬＵＴ
を設定し、撮影や印刷のための色変換を含む機能を実行させるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４９】
　１０１　ＭＦＰ
　１０２　非接触ＩＣカード
　１０３　近接無線通信

【図１】 【図２】



(15) JP 6141061 B2 2017.6.7

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(16) JP 6141061 B2 2017.6.7

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 6141061 B2 2017.6.7

【図１１】 【図１２】

【図１３】



(18) JP 6141061 B2 2017.6.7

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０１－１４９０６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０５５５７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０４１６６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２５９４１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０８８５８３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　１／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／１２　　　　
              Ｇ０３Ｇ　　１５／００
              Ｂ４１Ｊ　　２９／３８　　　　
              Ｂ４１Ｊ　　２９／４２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

